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1. ご挨拶 

製品やサービスの競争力発揮は、独自の技術情報や営業情報に支えられており、秘密情報としての保護

が非常に重要となります。製造や販売等の拠点が複数ある場合には、それぞれの拠点に応じた秘密情報の

管理が必要となり、拠点が海外に及ぶ場合には、それぞれの国における関連法規や商習慣等を把握し、それ

らに則った方法で営業秘密を適切に管理する必要があります。 

そこで、本号では、各国の営業秘密の保護に関する法制度の概要について紹介いたします。 

過去の Newsletter はこちら 

 

 

2. セミナーのご案内 

 フィリピン・セブ・ミンダナオ各日本商工会議所共催のセミナーにて、フィリピン事務所の金子知史弁護士が

「フィリピンにおける労働組合の概要」について講演いたします。 

 

「フィリピン労働組合セミナー」 

１．日  時： 2023 年 8 月 30 日（水）15:30～17:00  

２．会  場： フィリピン日本商工会議所 会議室（ハイブリッド形式）  

３．使用言語： 日本語  

４．参加費用： 無 料  

５．参加特典：  

(a) GVA 国際法律事務所、GVA TNY Consulting Philippines, Inc. による 30 分の個別無料相談 

(b) 「フィリピン労働組合の実務」に関する資料のご提供（事後アンケート回答者のみ）  

６．申  込： こちらの申込フォームより 2023 年 8 月 25 日までにお申し込みください。  

 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T9hLp10OR_CFe72384dVvw   
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3．社外取締役、顧問契約、内部通報窓口業務のご案内 

社外取締役の重要性が高まっており、企業統治指針（コーポレートガバナンス・コード）の改定指針では東

証 1 部を引き継ぐ「プライム市場」の企業に対し、独立した社外取締役を全体の 3 分の 1（その他の市場の上

場会社においては 2 名）以上選任すべきとしています。当グループは海外経験豊富な弁護士が揃っており、

海外展開をしている又は予定がある企業に対して法的観点からの助言のみならず実体験に基づくビジネス上

の助言をできると思いますので、社外取締役を探されている場合には遠慮なくご相談ください。 

次に、法律顧問料の見直しをご検討中の方、当事務所は個々の事情に合わせて柔軟に顧問契約プランを

設定可能です。また、当グループでは 1 か国のみならず、複数国を顧問対象とするグローバル顧問契約も用

意しております。個々のご事情に沿った顧問契約を承っておりますので、遠慮なくご相談ください。 

また、当グループは顧問契約などの継続的なお取引のない方でも、案件ごとにご依頼いただけます。 

・ 法律顧問契約を解約した、顧問先がない 

・ 人員削減のため手が回らない 

・ 法務に関する事案は日本の親会社の法務部が管轄するが、現地でのサポートが欲しい、etc.… 

といった方、新規取引に関する契約書の作成やレビュー、雇用契約に関するご相談、債権回収に関するご相

談、日本語での解説、書類の用意、手続き代行など、幅広く承っておりますので、お気軽にお問合せください。 

内部通報窓口について、日本のみならず、当事務所の拠点がある各国でも対応可能です。近時、海外拠

点においても窓口を設ける企業が増加しており、委託先を探されている企業はご相談下さい。 

 

 

4．対応業務及び対応方法 

法人のお客様がメインですが、個人のお客様にも対応しております。不動産購入、賃貸借トラブル、相続、

国際離婚、ビザ手続、証明書申請の代行など、ご不安なことがありましたらご相談ください。 

当グループは直接の面談に限らず、スカイプ及び Zoom 等の手段を利用してオンラインでの面談について

も対応しております。また、日本国内においても東京、大阪及び佐賀に事務所を有しており、ご都合の良い事

務所にお越し頂き、その事務所にて各国の事務所と繋いで対応させて頂くことも可能です。 

また、海外の案件のみならず、日本国内の案件についても幅広く取り扱っておりますので何かございました

らお気軽にお問い合わせ下さい。 
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5．ジェトロのプラットフォームコーディネーター事業、中小機構の国際化支援、神戸市海外ビジ

ネスセンターのご案内 

 当グループのマレーシア事務所、メキシコ事務所及びバングラデシュ事務所はジェトロのプラットフォームコ

ーディネーターに選任されております。https://www.jetro.go.jp/services/platform/（各国・地域ページをご覧

ください） 

 また、当グループのメンバーが、中小機構の中小企業アドバイザー（新市場開拓）に選任されております。 

共同代表： 永田貴久弁護士、堤雄史弁護士 

メキシコ事務所： 津村亜希子ゼネラルマネージャー 

マレーシア事務所：荻原星治弁護士、西谷春平弁護士 

バングラデシュ事務所：藤本抄越理リーガルコンサルタント  

 フィリピン事務所の金子知史弁護士は、2022 年度に続き、2023 年度も、神戸市海外ビジネスセンター・アド

バイザーに選任されております。 

 当グループ共同代表の堤雄史弁護士が、ジェトロの「新輸出大国エキスパート業務（法務分野）」の専門家

に選任されております。 

 上記事業の利用要件を満たせばこれらの制度を利用して無償で相談可能ですので、是非積極的にご活用

下さい。 恐縮ですが、これらの制度の利用を希望される方は、ジェトロ、中小機構又は神戸市海外ビジネスセ

ンターにご連絡頂きますようお願いいたします。 
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１．日本 

  日本の営業秘密については、不正競争防止法に規定があります。 

同法 2 条 6 項は、営業秘密について、「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産

方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の秘密であって、公然と知られていないもの

をいう。」と定義しています。 

 

（1） 営業秘密の３要件 

「営業秘密」に該当するためには、以下の３つの要件を満たす必要があります。 

 ① 秘密管理性 

 ② 有用性 

 ③ 非公知性 

まず、①要件を満たすためには、企業が当該情報を秘密裏に管理しようとする意思が、何らかの措置によっ

て従業員や取引先に対して明確に示されており、かつ、当該意思について従業員等が認識できるような状態

にしていなければなりません。 

  経済産業省の営業秘密指針によれば、具体的に必要な秘密管理措置の内容や程度については、企業の

規模、業態、従業員の職務、情報の性質その他の事情の如何によって異なり、営業秘密の管理単位（営業秘

密の共有をしている企業単位のこと。支店レベルであるか、関連会社も含むのかが異なる。）における従業員

がそれを一般的に、かつ容易に認識できる程度のものである必要があるとしています。 

秘密管理措置の具体例としては、表紙に「マル秘」や「社外秘」といった文字を明記しておくこと、金庫や施

錠可能な容器に保管すること、扉に「関係者以外立ち入り禁止」といった張り紙をしておくことなどが考えられ

ます。 

次に、②要件を満たすためには、当該情報が客観的にみて、事業活動に有用であることが必要となります。

この点、同要件の趣旨は公序良俗に反する内容の情報（脱税や不正の情報等）を除き、商業的価値が認めら

れる情報を広く保護することに目的があります。同目的からは、①③要件を満たす情報については、有用性が

認められることが通常であり、過去に事業活動に使用していた情報や、実験失敗のデータや製品の欠陥情報

など間接的な価値が認められる情報についても有用性が認められることになります。 

最後に③要件を満たすためには、当該情報が、一般的には知られておらず、又は容易に知ることができな

いことが必要となります。 

非公知性が認められる状態とは、当該情報が合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されてい

ない、公開情報や一般に入手可能な商品等から容易に推測・分析されない等、保有者の管理下以外では一

般的に入手できない状態にあることをいいます。仮に当該情報が海外の刊行物に掲載されていたとしても、そ

の刊行物の取得に多大な時間やコストを要する場合には、合理的な努力の範囲を超えるものとして公知性が
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認められることになります。また、当該営業秘密が様々な知見を組み合わせて一つの情報を構成している場

合、構成する各情報が様々な刊行物に掲載されており、それらを集めた結果、当該営業秘密に近い情報が

得られたとしても、どの情報をどのように組み合わせるか自体に価値が認められる場合には、公知性は否定さ

れません。 

 

(2) 営業秘密が侵害された場合の措置 

 営業秘密に該当した場合、当該秘密を不正に取得、使用、開示する行為については「不正競争」行為に該

当し、民事上、刑事上の措置の対象となりえます。また、当該営業秘密を取得者から得た者についての取得、

使用、開示する行為についても一定の要件のもと民事上、刑事上の責任を負うこととなります。 

具体的には、営業秘密の漏洩が発覚した場合、会社は、営業秘密の不正開示や利用の停止・予防、侵害

に関する物品の破棄等を求めることができます。また、営業秘密の漏洩によって会社に損害が発生した場合

には、侵害者に対して損害賠償を請求することができます。なお、損害賠償額については同法に損害額推定

規定が設けられています。加えて、同漏洩によって、会社の信用が損なわれた場合には、信用を害した者に

対して信用回復措置を取るように請求することも可能です。 

  

 

２．タイ 

タイの営業秘密については、営業秘密法に規定があります。 

 同法 3 条は営業秘密について、「営業秘密とは、まだ一般に公表されていない営業情報、またはその情報

に通常触れられる者にまだ届いていない営業情報をいう。また、当該情報が秘密であることにより商業的価値

をもたらし、営業秘密管理者が機密を保持するために適当な手段を採用していなければならない。」と定義し

ています。 

 

(1) 営業秘密の要件 

 タイの営業秘密に該当するためには、以下の３つの要件に該当する必要があります。 

 ① 秘匿性 

 ② 有用性 

 ③ 秘密管理性 

まず、①要件を満たすためには、当該情報が一般に知られていないまたは情報を入手できる状況になって

いないことが必要であり、日本の営業秘密の要件の一つである「非公知性」に似た概念であるといえます。 

  次に、②要件を満たすためには、当該情報を秘密に保つことで商業的価値をもたらしていることが必要であ

り、こちらも日本の有用性要件に似た概念であるといえます。 

もっとも、日本においては秘密管理性および非公知性が認められれば、公序良俗に違反する情報等でな

い限り、有用性要件が認められる一方、タイの裁判においては、当該情報を秘密にしておくことで商業的価値

が生じるかどうかを実質的に考慮するなどして、その判断基準に違いがあります。Google マップの店舗情報に
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ついて、有用性が認められるかという最高裁判例においては、店舗情報とはむしろ公開されることにより、商業

的価値が生じるものであるとして、有用性要件について否定しています。 

  最後に、③要件を満たすためには、当該営業秘密を保護するために、充分な秘密保護措置が取られてい

る必要があります。タイで裁判の争点になることが多いのは同要件であり、保護したい情報については、社内

規定や就業規則などによって事前にルールを作成しておく必要があります。また、ルールを作成しておくだけ

ではなく、従業員への研修や監査を通じてそのルールの運用が正確になされている必要があります。この点

については、就業規則に一般的な守秘義務を規定していたとしても、同要件を満たすことにはならないとした

最高裁判決も存在しています。 

なお、充分な秘密保護措置が取られているか否かについて、絶対的な基準はなく、会社の規模や職種等

を総合的に考慮し、相対的に決定されます。 

以上のように、営業秘密該当性については、日本とタイは非常に類似した構成をとっています。もっとも、各

要件の判断基準については、異なる点も多いため、その取扱いについては注意する必要があります。 

 

(2) 営業秘密侵害行為 

  営業秘密侵害行為について同法 6 条は「営業秘密の侵害行為とは、営業秘密を保有する者の許可なく、

秘密を開示し、使用する行為であって、不当な商業手法であるものをいう。ただし、侵害者において不当な商

業手法であるとの認識または認識することが相当であると認められる事情がなければならない。」と定義してい

ます。 

  また、同法 6 条では、契約違反、秘密保持の違反またはその教唆、贈収賄、脅迫、詐欺、窃盗、盗品の譲

受、電子その他の手法を使った諜報活動を「不当な商業手法」として、例示列挙しています。 

 

(3) 侵害行為に対する措置 

  上記のような営業秘密の侵害行為があった場合または現に行われようとしており、かつ明確な証拠がある場

合には、差し止め請求や損害賠償請求をすることができます。同請求の中では、侵害組成品の破棄または所

有権の移転を求めることができます。 

  また、侵害者に対しては両罰規定も含む刑事罰も存在しています。 

 

 

３．マレーシア 

 マレーシアでは、営業秘密の保護に関する一般的な法は存在せず、営業秘密はコモンロー及びエクイティ

によって保護されます。営業秘密が不法に開示された場合には、守秘義務違反として民事救済を図ることが

できます。営業秘密の漏洩に関する直接的な刑事責任を定めた法令等は特段存在せず、救済手段としては

基本的には民事救済によることになります。営業秘密には、製法、方法、技術、製造費用、顧客リスト、事業計

画等が含まれるとされています。保護の対象となる営業秘密は、原則として秘密となっている情報のみであり、

公共財となっている一般的な情報については保護されないものとされています。 
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（1）守秘義務違反が認められる要件 

マレーシアでは、判例上、従業員には使用者に対する忠実及び誠実の義務があるとされており、この義務

には、使用者の同意なしに、雇用の過程で得た機密情報を使用または開示しない義務（守秘義務）が含まれ

ています。 

 次の３つの要件が満たされている場合に、守秘義務違反が認められることがイギリスの判例（Coco 対 AN 

Clark （Engineers） Ltd 事件等）で明示されており、これはマレーシアでも適用されています。 

① 機密性のある情報であること 

② 守秘義務を負う状況下で情報が伝達されたこと（情報の機密性が従業員に明確に示されている必要が

あります。） 

③ 情報の無断使用があったか、それが予期されること 

 

守秘義務は、通常、雇用関係において発生し、この義務は暗示であっても、明示であってもよいとされ、そ

の雇用終了後にまで及ぶとされています。 

しかし、使用者は従業員に対し、当該従業員の技術及び知識の一部となったものの使用を禁止できないと

されています。 

マレーシアの判例により、当該情報が企業秘密であるか又は一般知識及び技術であるかは、以下の要素

により判断されます。 

① 雇用の性質 

② 情報の性質 

③ 使用者がその情報の機密性を強調したか 

④ 当該企業秘密が一般知識及び技術と区別できるものであるのか 

 

（2）守秘義務違反が認められる場合の救済方法 

 守秘義務違反が認められる場合には、損害賠償請求（Damages）（懲罰的損害賠償請求を含む）、差止命令

（Injunction）、清算による償還（Account of profit）等が考えられます。 

なお、差止命令が認められるためには、回復不能な損害があること、及び損害賠償請求のみでは救済とし

て不十分であることを立証しなければなりません。 

  

  

４．ミャンマー 

 ミャンマーでは、営業秘密の保護に関する一般的な法は存在しません。そのため、守秘義務契約等の営業

秘密を守る義務を含む契約を締結している場合には、営業秘密が不法に開示された場合には、守秘義務違

反として民事救済を図ることができます。営業秘密の漏洩に関する直接的な刑事責任を定めた法令等は特段

存在せず、救済手段としては基本的には民事救済によることになります。 
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したがって、営業秘密を共有する相手方との間でその秘密を保護するための契約を締結することが重要と

なります。 

 

 

５．メキシコ 

（1） 概要 

日本でいう「営業秘密」に近い概念として、メキシコでは連邦産業財産権保護法（Ley Federal de Protección 

a la Propiedad Industrial、以下、「産業財産権保護法」という。）に規定される「Secreto Industrial」が挙げられま

す。その定義や違反行為、罰則等の規定はあるものの、特許や商標といった産業財産権のように、登録制度

等はありません。 

 

（2） 定義 

産業財産権保護法において、Secreto Industrial（以下、「営業秘密」という。）は、「その法的管理を行使する

人が秘密に保つ産業又は商業用途の全ての情報であって、経済活動の遂行において第三者に対して競争

的又は経済的優位性をもち、機密性を維持し、アクセスを制限するのに十分な手段又はシステムを採用され

ている情報」と定義されています。 

なお、公知の情報や法令等により開示しなければならない情報は営業秘密に該当しません。また、営業秘

密の保有管理者より、ライセンス、許可、承認、登録、又はその他の権限を付与する目的で当該情報が提供さ

れた場合には、公知になったとはみなされません。 

 

（3） 営業秘密の保護 

先述の定義より、情報が営業秘密とみなされるには、①商業的価値があること、②機密性の維持、③情報に

対し機密に保つための合理的措置が施されていることが条件となります。 

従って、例えば、競合他社に対して経済的優位性を持つ技術情報がある場合、限られた数の人々だけがそ

の情報を知っていること、そしてそれを知っている人々がその情報が機密情報であることを認識していることが

重要となります。更に、そのような情報へのアクセスを制限する措置が取られなければなりません。 

また、情報の保有管理者は営業秘密の使用を第三者に許可することができ、この場合は、使用を許可され

た第三者は、この営業機密を開示してはならない義務を負います。技術提供等の契約書において守秘義務

条項を設けることも可能であり、当事者が当該情報を機密であると確認する条項を含める必要があります。更

に、雇用や業務委託等の関係において、又は職務に関連し、企業の情報を知り得る者は、秘密である旨を通

知された情報については、その保有管理者等の同意を得ずに開示してはならない義務を負います。 

従って、営業秘密を機密として保護するためには、機密であることの明示や各種契約書内への秘密保持条

項の設定や秘密保持契約書の締結、職場においては、これらに加え就業規則の整備や教育の実施といった

措置が必要となります。 
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（4） 情報漏洩時の措置 

営業秘密に関し漏洩が生じた場合、民事的、行政的、刑事的措置をとることができます。 

行政的措置については、経済的優位性を獲得するため、又は商慣習に反する行為として、営業秘密を不

正に取得することなどについて、利害関係者はメキシコ産業財産庁（Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial： IMPI）に対し調査を要請でき、違反と判断された場合は、最大 25,935,000 ペソの制裁金（2023 年

の場合）、最大 90 営業日の施設の一時閉鎖や恒久的閉鎖といった制裁が科される恐れがあります。 

刑事的措置については、自身又は第三者のために経済的利益を得る目的又は営業秘密の保有者に対し

損害を与える目的で、不当に営業秘密を開示し、無権限に秘密情報を取得、使用、流用等行った場合、犯罪

となり得え、利害関係者が IMPI に対し申し立てることにより起訴されます。犯罪が確定した場合は、2

年から 6 年の懲役、103,740 ペソから 31,122,000 ペソの罰金（2023 年の場合）が科される恐れがあ

ります。 

このほか、刑法 211 条に依れば、専門的・技術的サービスを提供する者や公務員によって営業秘密が開示

された場合、1 年から 5 年の懲役や罰金、該当する場合は、2 カ月から 1 年の職務停止処分が科される恐れ

があります。 

民事的措置として損害賠償請求を行うことも可能です。先述の各事項のほか産業財産権保護法 167 条は、

企業秘密を取得する目的で、その秘密を保有する他者の従業員又は元従業員、当該他者にサービスを提供

する、又は過去に提供したことのあるコンサルタント等を雇用し又は業務を委託する者は、法的責任を負うと

規定することから、情報漏洩を行った本人のほか、企業秘密を取得する目的で雇用等を行った者に対しても

損害の賠償を請求できる可能性があります。 

更に、雇用関係において、労働者による情報漏洩が生じた場合、連邦労働法（Ley Federal del Trabajo）に

基づき、処遇を検討できます。労働者は、技術的秘密や営業上の秘密、製造に直接的又は間接的に関与す

る場合のその製品の秘密情報、その他業務の遂行上知り得る情報について、その開示が会社に損害を与え

る可能性がある場合、その情報を機密に保持する義務を負うため、労働者が企業秘密や守秘義務を負う情報

について漏洩した場合には、使用者は責任を負うことなく、当該労働者を解雇することが可能となります。 

 

 

６．バングラデシュ 

 バングラデシュでは、営業秘密の保護を直接規定する法律や政策は制定されておらず、営業秘密侵

害に対する苦情を管轄する政府機関も設立されていません。 

 しかし、営業秘密の法的保護は、いくつかの法律において、例えば、特許意匠法、契約法、競争法、

刑法において規定されています。例えば、特許意匠法第 49 条によれば、意匠に関する情報の悪意の

開示を防ぐことができます。ただし、当該規定はすべての営業秘密の場合に適用されるわけではなく

対象は限定的です。また、契約法第 73 条では、機密保持契約を締結した場合、当事者は、契約上の

義務違反に対する救済を求めることができます。 
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７．フィリピン 

(1) フィリピンにおける「営業秘密」の定義 

まず、フィリピンにおいて、「営業秘密」を直接定義する法令は見当たらず、非公開情報の一部が、知的財

産権に関する法令において、部分的な保護を受けるに留まっています。 

他方で、法令において直接定義はされていないものの、フィリピンの最高裁判例には、「営業秘密」に対し

て保護を与える旨判示したと読めるものが存在します。同判決によれば、「営業秘密」とは、“plan or process, 

tool, mechanism or compound known only to its owner and those of his employees to whom it is necessary to 

confide it”であるとされています。これを日本語に訳すると「計画、工程、道具、メカニズム、又は化合物に関す

る情報であって、所有者又はその従業員のうち、当該情報を開示する必要のある者のみが知っているもの」と

なります（*筆者訳）が、日本法と比較すれば、やや抽象的な概念に留まっていると考えられます。 

もっとも、「所有者又はその従業員のうち、当該情報を開示する必要のある者のみが知っているもの」という

部分が示すとおり、当該情報が社内において秘密として扱われている、いわゆる「秘密管理性」の要件につい

ては、フィリピン法においても求められていると考えられます。 

 

(2) 「営業秘密」が侵害された場合の救済措置と対応 

次に、「営業秘密」が侵害された場合、どのような救済措置や対応方法が考えられるかについて言及します。 

まず、契約上で「営業秘密」について言及がある場合は、同契約の文言に基づき、侵害行為を行なってい

る相手方に損害賠償請求を行うことが考えられます。加えて、⑴で述べた「営業秘密」の定義に該当するよう

な場合は、知的財産に関する法令に基づき権利侵害を主張したうえで、差止請求の手続をとることも検討でき

ます。 

また、従業員が「営業秘密」を漏洩したケースに限定されますが、雇用契約関係がある場合は、従業員に対

して情報漏洩行為を指摘し、懲戒処分や懲戒解雇を行うことも考えられます。 

 

(3) 「営業秘密」の侵害に備えた予防的法務 

最後に、「営業秘密」の侵害に備えて企業がとりうる予防的法務対応について述べます。 

フィリピンにおいて「営業秘密」を適切に守るためには、情報のやり取り前に NDA を締結すること、取引に関

する契約書に営業秘密侵害の場面を想定した条項が入っているか確認すること、従業員との雇用契約に営

業秘密についての条項が入っているか確認すること等の対応が挙げられます。また、牽制的な位置付けには

なりますが、従業員の営業秘密漏洩行為は犯罪行為として規定されていますので、この旨を企業内で周知す

ることも予防法務の観点から一定程度効果があるものと考えられます。 
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８．ベトナム 

(1) 概要 

ベトナムの営業秘密については、2005 年に制定され、2009 年、2019 年、2022 年に改正された知的財産

法に規定されています。知的財産法によれば、営業秘密とは、金融活動または知的投資活動から得られた情

報のうち、未公表で、かつビジネスで利用可能なものをいうとされています（知的財産法第 4 条第 23 項） 。 

営業秘密とみなされるためには、以下の 3 つの条件を満たす必要があります。 

⚫ 財政的、知的、研究的、創造的な投資活動の結果であること。 

⚫ 同業他社、公衆、一般消費者に開示されていないこと。 

⚫ ビジネスで使用することができ、所有者に経済的利益をもたらすこと。 

 

(2) 営業秘密の所有者 

営業秘密を合法的に取得し、その機密性を保持する組織または個人が営業秘密の所有者になることがで

きます。企業の従業員が業務の一環として営業秘密を取得した場合には、企業と従業員との間で別段の合意

がない限り、営業秘密は企業が所有することになります（知的財産法第 121 条第 3 項）。 

 

(3) 営業秘密が保護されるための要件  

営業秘密が法的に保護されるための要件は、次のとおりです（知的財産法第 84 条）。特許などと異なり登

録制度はなく、要件を満たせば自動的に保護されることになります。 

⚫ 一般的な知識ではなく、容易に入手できないもの。 

⚫ 事業活動で使用される場合、その所有または使用しない者よりも、所有者に対して有利性をもたらす

者であること。 

⚫ 所有者により秘密が保持され、開示されず、容易に入手できないよう必要な措置が講じられているも

の。 

なお、上記要件を満たすものであっても、以下に挙げるものは営業秘密として保護されません（知的財産法

第 85 条）。 

⚫ 個人を識別するための秘密 

⚫ 国家管理の秘密 

⚫ 国防および安全保障上の秘密 

⚫ 業務に関係のないその他の機密情報 

 

(4) 営業秘密の所有者の権利制限 

営業秘密の所有者の権利は無制限ではありません。以下の場合には、営業秘密の所有者は権利行使する

ことができません（知的財産法第 125 条 3 項）。 

⚫ 第三者が、不正に取得されたことを知らず、または知る理由がなく、取得した営業秘密を開示または

使用する場合。 
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⚫ 公衆を保護するために営業秘密を開示する場合。 

⚫ 非営利目的での秘密データを使用する場合。 

⚫ 独自に作成した営業秘密を開示または使用する場合。 

⚫ 合法的に販売された製品の分析または評価によって生じた営業秘密を開示または使用する場合。た

だし、分析者または評価者と営業秘密の所有者または製品の販売者との間で別段の合意がある場合

を除く。 

 

 

９．インド 

  インドには、営業秘密の保護に関する法律はありません。したがって、営業秘密の漏洩について、刑事責任

を定める特別の法令も存在しません。 

 営業秘密を保護するための手段として、秘密保持契約、雇用契約、研究開発契約等のそれぞれの契約に

おいて秘密保持条項を定めることが重要です。契約に規定された秘密保持条項に反して第三者に営業秘密

を開示した場合は、契約法（Contract Act of 1872）に基づいて損害賠償請求をすることが可能です。裁判例

では、営業秘密に該当するかどうかの判断において、当該情報が秘密であること（既に公知となっている等の

事情がないこと）、情報の開示により損害が生じる又は競争相手が利益を得ること等の事情を考慮しています。 

 また、裁判例では、営業秘密の漏洩の差止めについても認められています。裁判所は、侵害の事実の有無、

回復不能な損害、原告被告間の利益の比較衡量等の事情を考慮して差止を命じるかどうかを判断します。 

 なお、インド契約法においては、「ある者が合法的な職業、取引、又はあらゆる種類の事業を行うことを拘束

されるあらゆる合意は、その限りにおいて無効である。」と規定しており、同法に基づき、原則、雇用契約期間

中の競業避止義務は有効であるが雇用契約期間終了後の競業避止義務は原則として無効であると解釈され

ています。一方、雇用契約期間終了後に元従業員に顧客への連絡を禁ずる条項について適法であると判断

した裁判例があることから、雇用契約期間終了後の秘密保持条項については合理的な範囲で認められると考

えられます。 

 

 

１０．アラブ首長国連邦（ドバイ） 

 アラブ首長国連邦（UAE）では、営業秘密を規定する法律がありませんでしたが、産業財産権の規制と保護

に関する法（2021 年法律第 11 号）の第 6 章において保護の対象となる秘密や不公正な事業行為が定義され

ることにより保護が図られることとなりました。同法は、2021 年 12 月に施行したばかりであり、これまでと同様、

営業秘密の保護のためには、秘密管理規定や秘密保持契約の整備が重要となります。 
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(1) 産業財産権の規制と保護に関する法（「産業財産法」） 

(a) 秘密の定義と保持者の義務 

 産業財産法及びその規則で保護される対象とする Undisclosed Information（非開示情報）とは、①その情

報が、全体として、その詳細な構成によって、またはその構成要素の組み立て方によって、その属する産業

技術界において一般的に知られまたは共有されてはいないという秘匿性を有し、②その秘匿性ゆえに商業

的価値がある情報で、かつ③その情報の法的保管者が講じる有効な保管手続にその秘匿性が依存してい

るもの、と定義されます（産業財産法第 61 条）。この要件を充足する非開示情報である限り、その秘匿性及

びそれに関連する第三者からの侵害防止にかかる権利は存続します（第 63 条第 4 条）。 

 非開示情報の法的保管者には、①情報の安全確保および専門家以外に共有されない防止措置をとる義

務があり、②自社内での情報の共有方法を統制し、情報共有を関連専門家に制限して、第三者への不法

な漏洩を防止しなければならず、③十分かつ合理的な情報保護に努めたことの立証責任が課せられていま

す（第 63 条第１～3 項）。 

 

(b) 不公正な事業行為（Action conflicting with fair business practices） 

 更に、産業財産法第 64 条は、次の行為を公正な事業に反する不正競争を含有する行為として挙げ、これ

らの行為の結果は、法的保管者から権限を付与されていない第三者による情報の漏洩、所持、使用を含め、

非開示情報への侵害とみなします。 

① 情報を得るための他社従業員への贈賄 

② 任務上、情報を知る従業員に開示を働きかけること 

③ 秘密保持契約の当事者による対象秘密の開示 

④ 盗み、スパイ行為等の違法な手段を用いた保管場所からの情報の入手 

⑤ 詐欺的手法を用いた情報の取得 

⑥ 情報の秘匿性と前号までの行為により情報が取得されたことを知る第三者による情報の使用 

ただし、㋐公的に利用可能な情報源からの情報の取得、㋑非開示情報を含有する市場で取引される製

品の分析、試験等の独立した努力の結果としての情報の取得、㋒非開示情報の保有者に関する独立した

調査による独立した調査、発案、発見、発展、改良または変更による情報の取得、㋓その情報の属する産

業技術界で共有され、周知、取得可能な情報の所有または使用は、不公正な営業行為ではないと規定しま

す（第 65 条）。 

 

 (c) 罰則 

 上記の法的保有者の権利を故意に侵害した者に対しては、禁固または 10 万 UAE ディルハム以上 100 万

UAE ディルハム以下の罰金若しくはこれらが併科されます（第 69 条）。 
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（2） その他の救済手段 

上記の産業財産法第 69 条の罰則は、より厳しい他の法律の規定がある場合には、それを妨げないと規定し

ています。因みに、産業財産法で非開示情報の保護が規定されるまでに営業秘密の保護のために活用され

ていた規定には、主に以下の UAE 連邦法の規定があります。 

 

(a) 会社法（2015年法律第 2 号） 

 会社の秘密を利用または漏洩若しくは会社の事業に故意に損害を与えようとした会社の会長、取締役ま

たは従業員に対して、6 月以下の禁固または 5 万 UAE ディルハム以上 50 万 UAE ディルハム以下の罰金

若しくはその併科を課す罰則規定（第 369 条第 2 項）。 

 

(b) 刑法（1987 年法律第 3号） 

 その職業や地位に基づいて託された秘密を、寄託者から開示または使用の権限を得ることなく、法律上の

理由に基づかずに漏洩し、または自己または第三者のために使用した者につき、1 年以上の禁固または 2

万 UAE ディルハム以上の罰金を課す規定（第 379 条）。 

 

(c) 民法(1985 年法律第 5号) 

 民法の雇用関係の規定では、従業員の義務として、仕事の産業的商業的秘密を、雇用契約終了後も、合

意または慣習により求められる限り、保護しなければならない（第 905 条第 5 項）としています。この義務違

反に対して、雇用者は損害賠償請求を行うことが可能です。 
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